
総

数

旧

受

新

受

 4 631   575  4 056  4 070   561 

 2 547   486  2 061  2 092   455 

- - - - - 

 2 546   486  2 060  2 091   455 

  1 -   1   1 - 

1) - - - - - 

 2 084   89  1 995  1 978   106 

  35   8   27   27   8 

  25   1   24   25 - 

- - - - - 

  9   1   8   9 - 

  873   34   839   824   49 

- - - - - 

  36   5   31   29   7 

- - - - - 

うち - - - - - 

  2 -   2   2 - 

  112   4   108   104   8 

  992   36   956   958   34 

ｃ）　訴訟費用負担の裁判の執行を免除する裁判（一部免除を含む。）を受けた人員で内数である。

の あ っ た も の

未

済

事 件

再 審

非 常 上 告

訴 訟 事 件 以 外 総 数

受 理 既

済

費 用 補 償 請 求

上 訴 費 用 補 償 請 求

総 数

上
告
審

医 療 観 察 再 抗 告

第 二 審 判 決 に 対 す る も の

第 一 審 判 決 に 対 す る も の

第２表　刑事事件の種類別受理，既済，未済人員―最高裁判所

１）　再審請求事件のうち再審開始決定の確定したものをいう。
２）　「没収の裁判の取消上告事件」の人員数を含む（0人）。
ａ）　再審開始決定のあった人員で内数である。
ｂ）　費用の補償をする裁判（一部補償を含む。）を受けた人員で内数である。

刑 事 補 償 請 求

訴 訟 費 用 執 行 免 除 申 立 て

刑 事 雑

再 審 請 求

上 告 受 理 申 立 て

移 送 許 可 申 立 て

判 決 訂 正 申 立 て

法 廷 等 の 秩 序 維 持 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

訴 訟 事 件 総 数

特 別 抗 告

特 別 抗 告

a)-

b)-

c)9

2)

2)2)

2) 2)

2)


